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搬入手数料の水準及び手数料改定に関する資料 

 

１ 現行のごみ搬入手数料について 

（１）現行のごみ搬入手数料 

持込ごみ 業者収集ごみ 

100kg 以下：1,000円 

100～600kg：1,000円＋1,500円/100kg 

600kg超 ：8,500円＋2,000円/100kg 

1,000円/100kg 

（２）現行手数料への改定について 

持込ごみの搬入手数料の直近の改定については、平成２１年３月に条例を改正のうえ、

約半年間の周知・据置期間を設け、平成２１年１０月に改定を行っている。 

業者収集ごみの搬入手数料の直近の改定（減免措置の廃止）については、平成１８年

３月に条例を改正のうえ、約２年間の周知・据置期間を設け、平成２０年４月から平成

２６年４月にかけて段階的に改定を行っている。 

持込ごみ 業者収集ごみ 

 
 
 
・H21.3（2月市会）：条例改正 
→約半年間の周知・据置期間 
→H21.10：手数料改定 

100kg 以下：1,000円/100kg 
100～600kg：1,500円/100kg 
600kg 超：2,000円/100kg 

・H18.3（2月市会）：条例改正 
→約２年間の周知・据置期間 
→H20.4：手数料改定  
650円/100kg 

 

→H23.4：手数料改定  
800円/100kg 

 

→H26.4：手数料改定 
1,000円/100kg 

 

２ 現行のごみ搬入手数料の負担状況について 

（１）持込ごみの排出者（搬入者）の負担状況（令和２年度） 

平均 2,900円/回（手数料収入：5.0億円、搬入台数：17.2万台） 

なお、アンケート調査結果では、搬入頻度は「1年に数回程度の搬入者」が約５割と

最も多く、次いで「1年に１回以下程度の搬入者」が約４割と多い。 

 

0 名, 0%

3 名, 1%

2 名, 1%

15 名, 7%

5 名, 2%

99 名, 48%

79 名, 39%

2 名, 1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

1日に複数回以上

1日に１回程度

1週間に数回程度

１か月に数回程度

１か月に１回程度

１年に数回程度

１年に１回以下程度

無回答

資料３ 

＜令和４年８月２４日（水）開催 第４回ごみ搬入手数料等検討部会の資料＞ 
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（２）業者収集ごみの排出者の負担状況（令和２年度） 

排出者のごみの排出量を搬入手数料に当てはめた場合、500円/月以下から 10,000円

/月以上など、その額は様々である。 

 

 

 

３ ごみ搬入手数料の算定基礎額（令和元年度） 

令和元年度の本市施設での事業ごみの処理に係る経費（ごみ処理原価）は 2,677 円 

/100kg であり、そこからごみ売電等の収入を差し引いた算定基礎額は 2,222 円/100kg で

ある（＜参考１＞参照）。 

ただし、令和元年度（及び令和２年度）は一時的な４工場体制であり、令和３年度以降

の３工場体制と比べて、南部クリーンセンター第１工場の減価償却費として 200円/100kg

程度の追加的な費用を要している。 

 

４ 民間リサイクル料金について 

（１）木質ごみ 

枝葉、幹等のせん定枝の民間リサイクル施設の受入料金（収集運搬料金を含まず。）の

平均は約 2,000 円/100kg であり、持込ごみ搬入手数料の累進制の第１・２区分（1,500

円/100kg以下）よりも高く、概ね第３区分の金額に相当する。 

品目 受入料金(収集運搬料金を含まず)※ 

木

類 

枝葉、幹 平均約 2,000円/100kg（1,600～2,750円/100kg） 

木の根 平均約 2,900円/100kg（1,870～3,850円/100kg） 

草

類 

刈草 平均約 3,300円/100kg（2,750～3,850円/100kg） 

落ち葉 平均約 1,700円/100kg（1,400～1,980円/100kg） 

※ 市内６施設の平均 

（２）食品廃棄物 

食品廃棄物の民間リサイクル施設の受入料金（収集運搬料金を含まず。）の平均は約

2,700円/100kg（1,000～4,000円/100kg）※であり、業者収集ごみ搬入手数料（1,000円

/100kg）を大幅に上回っている。 

※ アンケートで受入料金について回答があった近隣５施設の平均。 

同一施設でも、分別の状況によって受入料金が異なる場合がある。 
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５ 他都市の事業ごみの搬入手数料について（＜参考２＞参照） 

（１）政令市 

政令市平均（京都市を除く）は約 1,500円/100kg(800円/100kg～2,970円/100kg)※で

あり、単純比較可能な業者収集ごみについては、本市は神戸市（800円/100kg）、大阪市

（900円/100kg）に次いで３番目に低い。 

※ 業者収集ごみに有料指定ごみ袋を導入している都市については、持込ごみの手数料を採用。 

なお、これらの都市の有料指定ごみ袋の価格は、持込ごみの手数料と同額程度に設定されている。 

（２）隣接市町村等 

ア 持込ごみ※１ 

隣接市町村等平均（京都市を除く）は約 1,800円/100kg※２ (800円/100kg～4,400円

/100kg)であり、持込ごみ搬入者の大半（94%）が第１・２区分：1,500円/100kg以下で

ある本市と比べて高い。 

イ 業者収集ごみ※１ 

隣接市町村等平均（京都市を除く）は約 1,600 円/100kg(800 円/100kg～1,980 円

/100kg)であり、本市と比べて高い。 

 

※１ 本市と同様に、持込ごみに累進制を導入し、業者収集ごみと料金を分けている市町村等がある

ため、持込ごみと業者収集ごみとで平均料金が異なる。 

※２ 累進制を導入している市町村等については、一番安い区分の料金と一番高い区分の料金の平均

値を採用して算出している。 
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令和元年度のごみ処理原価等の算定結果 

 

１ ごみ処理経費 

（１）ごみ処理経費の内訳 

ごみ処理経費（経常費用）  22,903 百万円 

 処理原価 19,155百万円 

 管理費用 3,748百万円 

 

 

（２）処理原価（作業部門のごみ処理経費）の内訳 

  ① 収集運搬部門 （合計 7,153百万円） 

 金額 主な構成要素 

人件費 3,092百万円 
【生活系】 

・まち美化事務所職員等の人件費 

物件費等 4,057百万円 

【生活系】 

・収集運搬の委託費・庸車料：2,771百万円 

・まち美化事務所運営費 

（光熱水費，保守管理費等）：182百万円 

・ごみ収集車の維持管理費：155百万円 

・有料指定ごみ袋の製造・販売経費：553百万円 

・まち美化事務所等（建物等）の減価償却費：

228百万円 等 

移転費用 3百万円 
【生活系】 

・てんぷら油回収拠点への助成金 

 

  ② 中間処理（焼却・破砕）部門 （合計 8,686百万円） 

 金額 主な構成要素 

人件費 1,631百万円 
【生活系・事業系共通】 

・クリーンセンター職員の人件費 

物件費等 7,055百万円 

【生活系・事業系共通】 

・クリーンセンター運営費 

（光熱水費，保守管理費，運営委託費等） 

：3,078百万円 

・焼却灰の運搬費：125百万円 

・クリーンセンター（プラント，建物等）の 

減価償却費：3,788百万円 等 

移転費用 ― ― 

  

＜参考１＞ 
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  ③ 中間処理（再資源化）部門 （合計 1,558百万円） 

 金額 主な構成要素 

人件費 ― 
（再資源化施設の運営は民間団体への委託によ

るため，費用は物件費等に計上されている。） 

物件費等 1,558百万円 

【生活系※】※一部事業系（業者収集プラ） 

・リサイクルセンター等運営費 

（光熱水費，保守管理費，運営委託費等） 

：765百万円 

・プラスチック製容器包装中間処理施設運営費

（光熱水費，保守管理費，運営委託費等） 

：345百万円 

・リサイクルセンター等（設備，建物等）の 

減価償却費：328百万円        等 

移転費用 ― ― 

 

  ④ 最終処分部門 （合計 1,759百万円） 

 金額 主な構成要素 

人件費 106百万円 
【生活系・事業系共通】 

・埋立管理事務所職員の人件費 

物件費等 1,622百万円 

【生活系・事業系共通】 

・埋立処分地運営費(光熱水費，保守管理費(搬

入道路等の付帯施設を含む)等)：673百万円 

・大阪湾広域処理場埋立処分料金：137百万円 

・埋立処分地(工作物等)の減価償却費：800百万円 等 

移転費用 30百万円 
【生活系・事業系共通】 

・大阪湾広域処理場整備事業負担金 

※内訳の全体像は資料３別紙参照 

（３）管理費用の内訳 

 金額 主な構成要素 

人件費 2,149百万円 ・管理部門（本庁職員等）の人件費 

物件費等 1,227百万円 

・環境学習施設運営費 

・地元還元施設運営費 

・休止中のごみ処理施設の維持管理費 

・ごみ減量施策費 

・普及啓発費           等 

移転費用 109百万円 ・コミュニティ回収に対する助成金 等 

その他管理費用 263百万円 ・施設建設等に伴い発行した地方債の支払利息 

合計 3,748百万円  
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２ 事業ごみの処理原価及び収入等（総価） 

⑴ 事業ごみの処理原価 

１で算定したごみ処理原価のうち，クリーンセンターに搬入され，手数料を徴収して

いる事業ごみ（業者収集ごみ及び持込ごみ）の処理原価は次のとおり。 

 ごみ処理原価（＝作業部門に係る費用） 

収集運搬 
中間処理 

（焼却・破砕） 

中間処理 

（再資源化） 

最終処分 

（埋立） 

生活系 事業系 生活系 事業系 生活系 事業系 生活系 事業系 

人件費 3,082 0 812 819 0 0 52 55(52) 

物件費等 4,042 15 3,512 3,543 1,538 19 790 833(788) 

移転費用 3 0 0 0 0 0 15 15(15) 

合計 7,138 15 4,324 4,362 1,538 19 856 903(854) 

 

 

 

※１ クリーンセンターの人件費や運営費等を生活系と事業系にごみの処理量で按分 

（家庭系：193,108トン（49.8%）,事業系：194,797トン（50.2%）） 

※２ ()内が無料・直接埋立分を控除した費用。 

埋立処分地の人件費や運営費等を家庭系と事業系にごみの処理量で按分 

（家庭系：24,814トン（48.7%），事業系：24,745トン（48.5%），事業系（無料・直接埋立）：1,421トン(2.8%)） 

 

⑵ 事業ごみの処理に係る収入等 

 事業ごみの処理に 

係る収入等※ 

(参考)家庭ごみ・事業ごみ

の処理に係る共通の収入等 

減価償却費の国補助金充当分の控除 316百万円 632百万円 

売電収入等の控除 571百万円 1,137百万円 

合計 887 百万円 1,769百万円 

  ※ いずれも中間処理に係る収入であることから，家庭ごみの処理に伴う収入と共通の

収入として，費用と同様にごみの処理量で案分して，事業ごみ分を算定している。 

 

３ ごみ搬入手数料の算定基礎額（単価） 

２⑴の「事業ごみの処理原価（総価）」から，２⑵の「事業ごみの処理に係る収入等」を

引いたものを事業ごみの搬入量（業者収集マンションプラ及び無料・埋立分を除く）で除

することで算定した「ごみ搬入手数料の算定基礎額」は次のとおり。 

① 事業ごみの処理原価※ 5,216百万円 

② 事業ごみの処理に係る収入等※ 887百万円 

③ 事業ごみの搬入量 194,797トン 

④ 搬入手数料の算定基礎額((①－②)÷③） 2,222円/100kg 

 

（①5,216百万円－②887百万円）÷③194,797トン＝④ 2,222円/100kg 

クリーンセンターに搬入され，手数料を徴収している
事業ごみの処理原価（総価） 

4,362＋854＝5,216百万円 

※１ ※２ 
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ごみ搬入手数料の算定基礎額の内訳 

 
100kgあたり

金額 
摘 要 

中間処理部門(①) 2,239円 
クリーンセンターでの中間処理に係る下記費用か

ら事業系分をごみ量により按分して算定 

 人件費 420円 クリーンセンター職員の人件費 

 
処理費／ 

委託費等 
842円 

（主な内訳） 

・クリーンセンター運営費（光熱水費，保守管理

費，運営委託費等）：793円 

・焼却灰の運搬費：32円    など 

 減価償却費 977円 
クリーンセンター（プラント，建物等）の減価償

却費 

最終処分部門(②) 438 円 
最終処分に係る下記費用から事業系分をごみ量

（無料受入れ分を除く。）により按分して算定 

 人件費 27円 埋立管理事務所職員の人件費 

 
処理費／ 

委託費等 
204円 

（主な内訳） 

・埋立処分地運営費(光熱水費，保守管理費(搬入

道路等の付帯施設を含む)等)：168円 

・大阪湾広域処理場埋立処分料金：34円 

など 

 減価償却費 199円 埋立処分地（工作物等）の減価償却費 

 移転費用 8円 大阪湾広域処理場整備事業負担金 

費用計（＝①＋②） 

（処理原価） 
2,677円  

収入分(③) 455 円  

 国補助金充当分 162円 減価償却費の国補助金充当分 

 収入等 293円 ごみ発電等による収入 

手数料算定基礎額 

（＝①＋②－③） 
2,222円  
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１ 政令指定都市 

市町村名 
人口 

（R2.10.1） 
持込ごみ搬入手数料 業者収集ごみ 

搬入手数料 
（参考）家庭ごみ収集の手数料 

家庭系 事業系 

政 

令 

指 

定 

都 

市 

京都市 1,463,723 
100kg まで:1,000 円 
101～600kg：1,500 円/100kg 
601kg～：2,000 円/100kg 

1,000 円/100kg 
■燃やすごみ：1 円/L 
■資源ごみ：0.5 円/L 
■大型ごみ：400～2,400 円/個 

札幌市 1,973,395 
■可燃・不燃物：200 円/10kg 
■資源物（剪定枝，紙くず等）：130 円/10kg  

■燃やすごみ：2 円/L 
■資源ごみ：無料 
■大型ごみ：200～1,800 円/個 

仙台市 1,096,704 

■可燃 
100kg まで：1,500 円 
100kg～：150 円/10kg 

■資源（缶･びん･ペット） 
300 円/100kg 

■燃やすごみ：0.9 円/L 
■資源ごみ：0.5 円/L 
■大型ごみ：400～3,000 円/個 

さいたま市 1,324,025 
～100kg：無料 
100kg～：22 円/10kg 

187 円/10kg 
■燃やすごみ：無料 
■資源ごみ：無料 
■大型ごみ：550～2,200 円/個 

千葉市 974,951 
■可燃・不燃：297 円/10kg※ 
※ 一部の受入施設では，粗大ごみを品目毎に異なる料金で受入 

■燃やすごみ：0.8 円/L 
■資源ごみ：無料 
■大型ごみ：390～1,560 円/個 

横浜市 3,777,491 
■粗大以外：13 円/kg 
■粗大：品目毎に異なる 

13 円/kg 
■燃やすごみ：無料 
■資源ごみ：無料 
■大型ごみ：200～2,200 円/個 

川崎市 1,538,262 受入なし 15 円/kg  
■燃やすごみ：無料 
■資源ごみ：無料 
■大型ごみ：200～1,000 円/個 

相模原市 725,493 190 円/10kg 260 円/10kg 
■燃やすごみ：無料 
■資源ごみ：無料 
■大型ごみ：400～2,400 円/個 

新潟市 789,275 60 円/10kg 130 円/10kg 
■燃やすごみ：1 円/L 
■資源ごみ：無料 
■大型ごみ：100～500 円/個 

静岡市 693,389 無料 
～100kg:1,100 円 
100kg～：110 円/10kg 

■燃やすごみ：無料 
■資源ごみ：無料 
■大型ごみ：無料 

浜松市 790,718 無料 
■可燃：125 円/10kg 
■資源（びん･ペット）：31 円/10kg 

■燃やすごみ：無料 
■資源ごみ：無料 
■大型ごみ：310～1,240 円/個 

名古屋市 2,332,176 200 円/10kg 
■燃やすごみ：無料 
■資源ごみ：無料 
■大型ごみ：250～1,500 円/個 

＜参考２＞ 
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大阪市 2,752,412 90 円/10kg 
■燃やすごみ：無料 
■資源ごみ：無料 
■大型ごみ：200～1,000 円/個 

堺市 826,161 

■粗大 
100kg まで：1,700 円 
100kg～：170 円/10kg 

■粗大以外 
100kg まで：1,100 円 
100kg～：110 円/10kg 

■燃やすごみ：無料 
■資源ごみ：無料 
■大型ごみ：400～2,000 円/個 

神戸市 1,525,152 

■可燃 
80 円/10kg 

■資源（缶･びん･ペット） 
40 円/10kg 

■粗大 
140 円/10kg 

■可燃 
1.9 円/L（有料指定袋） 

■資源 
0.6 円/L（有料指定袋） 

■粗大・スプレー缶 
3.1 円/L（有料指定袋） 

■燃やすごみ：無料 
■資源ごみ：無料 
■大型ごみ：300～1,200 円/個 

岡山市 724,691 

■可燃・不燃 
無料（有料指定袋） 

■資源・粗大 
無料 

150 円/10kg 
■燃やすごみ：1 円/L 
■資源ごみ：無料 
■大型ごみ：200～2,500 円/個 

広島市 1,200,754 無料 

■可燃 
101 円/10kg 

■資源(剪定枝，紙等) 
71 円/10kg 

■可燃 
2.4 円/L（有料指定袋） 

■プラ・不燃 
1.4 円/L（有料指定袋） 

■燃やすごみ：無料 
■資源ごみ：無料 
■大型ごみ：250～3,000 円/個 

北九州市 939,029 100 円/10kg 
■燃やすごみ：1.1 円/L 
■資源ごみ：0.5 円/L 
■大型ごみ：300～1,000 円/個 

福岡市 1,612,392 140 円/10kg 
■燃やすごみ：1.0 円/L 
■資源ごみ：0.5 円/L 
■大型ごみ：300～1,000 円/個 

熊本市 738,865 150 円/10kg 
■燃やすごみ：0.8 円/L 
■資源ごみ：無料 
■大型ごみ：500～900 円/個 
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２ 隣接市町村等 

市町村名 人口 
持込ごみ搬入手数料 業者収集ごみ 

搬入手数料 
家庭ごみ収集の手数料 

家庭系 事業系 

隣 

接 

市 

町 

村 

等 

京都市 1,463,723 

100kg まで:1,000 円 

101～600kg：1,500 円/100kg 

601kg～：2,000 円/100kg 

1,000 円/100kg 

■燃やすごみ：1 円/L 

■資源ごみ：0.5 円/L 

■大型ごみ：400～2,400 円/個 

乙訓環境衛生組合  
～100kg：1,500 円 

100～300kg：1,500 円＋200 円/10kg 

300kg～：5,500 円＋250 円/10kg 

～100kg：1,500 円 

100kg～：150 円/10kg 

■燃やすごみ：無料 

■資源ごみ：無料 

■大型ごみ：500～3,000 円/個 

向日市 56,859 

長岡京市 80,608 

大山崎町 15,953 

城南衛生管理組合  

1,500 円/100kg 
 

ただし，土砂（家庭）：1,200 円/100kg 

処理困難物（家庭）：2,250 円/100kg 

■燃やすごみ：無料 

■資源ごみ：無料 

■大型ごみ：200～2,000 円/個 

宇治市 179,630 

城陽市 74,607 

久御山町 15,250 

八幡市 70,433 

井手町 7,406 

亀岡市 86,174 180 円/10 ㎏ 

■燃やすごみ：1 円/L 

■資源ごみ：無料 

■大型ごみ：400～2,400 円/個 

船井衛生管理組合  ～50 ㎏：無料  

50 ㎏～：385 円/10 ㎏ 

又は 440 円/10kg 

～50 ㎏：198 円/10 ㎏ 

50kg～：385 円/10 ㎏ 

又は 440 円/10 ㎏ 

198 円/10 ㎏ 

■燃やすごみ：2 円/L 

■資源ごみ：0.7 円/L 

■大型ごみ：1,000～3,500円/個 

南丹市 31,629 

京丹波町 12,907 

大津市 345,070 110 円/10kg 198 円/10kg 

■燃やすごみ：無料 

■資源ごみ：無料 

■大型ごみ：350～5,250 円/個 

高槻市 352,698 40 円/10kg 80 円/10kg 

■燃やすごみ：無料 

■資源ごみ：無料 

■大型ごみ：2,720 円/m3 

島本町 30,927 100 円/10kg 150 円/10kg 

■燃やすごみ：無料 

■資源ごみ：無料 

■大型ごみ：3,000 円/2t 

 

 

 


